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（平成２６年１０月１日　

　までに開始する事業年度）
　から令和元年９月３０日　

６．０

８．４

（令和元年１０月１日　
　以後に開始する事業年度）

（平成２６年９月３０日　
　以前に開始する事業年度）

１ ０ ０

１ ０ ０
１２．１１４．７

１ ０ ０ １ ０ ０

９．７
１ ０ ０

１２．３
１ ０ ０

電話 ０４８（９２２）０１５１ 内線２２７１～２２７３

中間申告書の⑤の額が５００万円以上である

確定（修正）申告書の⑤の額が「１，０００

確定（修正）申告書の⑤の額が１，０００万

１　均等割の税率

　　　資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合は、
　　表中の「資本金等の額が」とあるのは、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の
　　額が」とする。

　　場合は、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額とする。
　　の額を有する法人の資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない
※「資本金等の額」とは、地方税法第２９２条第１項第４号の５に規定する資本金等の額をいう。ただし資本金等

　標準となる法人税額が年１，０００万円以上の法人

３　上記１又は２に該当しない法人

２　資本金等の額が１億円未満で、法人税割の課税

１　資本金等の額が１億円以上の法人

の額を有しないもの
・保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金
財団法人（非営利型法人に該当するものを除く。）
・一般社団法人（非営利型法人に該当するものを除く。）及び一般
もの以外のもの（独立行政法人で収益事業を行うものを除く。）
・公共法人及び公益法人等のうち、均等割を課することができない

※地方税法の改正により内容の一部に変更が生じる場合もあります。　　　　　ご不明な点につきましては、下記までご連絡ください。

１２万円
１３万円

１７５万円
４１万円
４０万円
１６万円
１５万円

３００万円
４１万円

５０人超
５０人以下
５０人超
５０人以下
５０人超
５０人以下
５０人超
５０人以下

５０人超
５０人以下

５０億円以下
１０億円超
１０億円以下
１億円超
１億円以下

５０億円超

１，０００万円超

１，０００万円以下

５万円

　※ 従業者数の合計数　※ 税 率（年額）資 本 金 等 の 額

※「従業者数の合計数」とは、草加市内に有する事務所等又は寮等の従業者の数の合計数をいう。

かどうかによる。

　　人にあっては分割前の法人税額とし、詳細は次に掲げるところによる。

　　　　満たない端数を生じたときは切り捨てる。

（注）事業年度の月数は暦に従って計算し、１月に満たない端数が生じたときは、１月とする。

を乗じて得た額を１２で除して計算した金額」

（注）事業所等を有していた月数は暦に従って計算し、１月に満たないときは１月とし、１月に

　　　法人税割の課税標準となる法人税額が年１，０００万円以上であるかどうかの判定は、分割法

３　法人税割の適用区分の判定

法人市民税の税率表

埼玉県草加市　総務部市民税課　法人諸税係

（修 正 申 告）

中 間 申 告

確 定 申 告

（仮決算の場合） は６月
事業年度の月数

に満たない法人
事業年度が１年

の法人
事業年度が１年

以上であるかどうかによる。

万円に法人税額の課税標準の算定期間の月数

円以上であるかどうかによる。

（２）法人税割の課税標準となる法人税額

（１）資本金等の額

適 用 区 分
税 率

２　法人税割の税率


